
 

 

家屋倒壊等氾濫想定区域・土砂災害(特別)警戒区域へのポスティングについて 

 

１ 目的 

家屋倒壊等氾濫想定区域・土砂災害(特別)警戒区域の住民が、いざという時に適

切な避難行動をとれるよう、対象世帯に対して本格的な出水期を迎える前に啓発チ

ラシを配布し、風水害への防災意識高揚を図る。 

 

２ 対象地域 

 （１）家屋倒壊等氾濫想定区域 

    嶺町・田園調布・鵜の木・羽田・六郷・矢口・蒲田西特別出張所管内 

 （２）土砂災害(特別)警戒区域 

    入新井・馬込・池上・新井宿・嶺町・田園調布・鵜の木・久が原・雪谷・千

束特別出張所管内 

       

３ 対象世帯数 

 （１）家屋倒壊等氾濫想定区域 約 14,500世帯 

 （２）土砂災害(特別)警戒区域  約 1,300世帯 

 

４ 配布時期 

  令和３年５月中旬から順次配布予定 

 

５ 配布物 

（１）家屋倒壊等氾濫想定区域への啓発チラシ（別紙１） 

（２）土砂災害（特別）警戒区域への啓発チラシ（別紙２） 

防災安全対策特別委員会 

令和３年４月 20 日 

総務部  資料 ５番 

所管  防災危機管理課 











「土砂災害（特別）警戒区域」にお住まいの皆様へ 令和3年5月
大田区

  皆様の居住する地域は
　　　「土砂災害（特別）警戒区域」です。

土砂災害（特別）警戒区域とは？

土砂災害に関する気象情報とがけ崩れの前兆について

土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危
害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の
周知、警戒避難体制の整備が行われます。

土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）
土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）の内側にあって、
土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等
の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認
められる区域であり、特定の開発行為に対する許可制、建築
物の構造規制等が行われます。

大田区から避難情報が発令されていなくても、がけ崩れの前兆が確認された場合や、
土砂災害に関する気象情報が発表されている場合は、自ら早めに判断して避難して
ください。

大田区から避難情報が発令されていなくても
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避難情報の発令について
土砂災害発生の危険が高まった場合、区では以下のような基準で、
警戒レベルと併記して避難情報を発令します。

防災気象情報
（気象庁・東京都）

避難情報の発令
（大田区）

土砂災害メッシュ情報
（気象庁）

とるべき行動
（避難対象地域の方）

土砂災害警戒情報
（気象庁）

気象警報・注意報
（気象庁）

警戒レベル３
高齢者等避難

警戒レベル４
避難指示

警戒レベル５
緊急安全確保

避難に時間の
かかる人は避難

全員避難

命を守る
最善の行動

大雨警報
（土砂災害）

土砂災害
警戒情報

赤色以上の
危険度

うす紫色以上の
危険度

https://w
ww.jma.g
o.jp/bosai
/warning/

 警戒レベル4  が発令されたら必ず避難をしてください。
避難に時間のかかる方は、 警戒レベル３  で避難してください。
大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報などの「警戒レベル相当情報」は、自主的な早めの避難行動
のための参考情報となりますので、発表された場合はいつでも避難できるよう準備をしてください。

災害が発生または
切迫している場合

各種情報の入手方法

【警戒レベル4相当】
【警戒レベル3相当】
【警戒レベル2相当】

大雨警報（土砂災害）
の危険度分布

※気象庁「土砂災害警戒メッシュ情報」から一部加工して作成

土砂災害メッシュ情報は、土砂災害発生の危険度を
「2時間先までの雨量等の予測値」を用いて5段階に
色分けしたものです。情報は10分毎に更新されます
ので、随意確認し、土砂災害の危険度が高まっている
場合は、土砂災害警戒区域外へ避難しましょう。

※危険度分布の凡例は、 今後変更となる可能性があります。

土砂災害警戒判定
メッシュ情報（気象庁）

http://www.jma.go.jp/
jp/doshamesh/

大田区からの情報収集
大田区ホームページ

区民安全・安心メールサービス

防災行政無線

大田区LINE公式アカウント

スマートフォンなどのLINEアプリを起動して
メニューの「ホーム」から「大田区」または
「＠otacity」と入力して検索してください。

災害時の緊急情報など、区からの大切な
お知らせを発信しています。

区内の各種情報を発信しています。

災害情報等を伝達する手段として区内各所に設置
されています。放送直後から内容を電話で確認す
ることができます。

避難指示を発令する際に、放送塔から、サイレン
を鳴らしてお知らせします。サイレンが聞こえた
ら、避難対象地域や避難所の開設状況などの情
報を収集し、落ち着いて避難行動をとりましょう。

以下のアドレスに空メールを送信してください。
kumin@anzen.city.ota.tokyo.jp

トップページに災害情報が発信されます。
また、防災に役立つ情報も紹介されています。
http://www.city.ota.tokyo.jp

あらかじめ登録されたメールアドレスに、防災情報、
気象情報、地震情報、水防情報、防災行政無線の放送
内容を配信しています。

アカウント＠city_ota

防災行政無線電話応答サービス
0180-993-993（有料）
避難指示をサイレンでお知らせします

是非登録をお願いします！

サイレン放送パターン
※2回繰り返し

サイレン吹鳴　30秒

アナウンス

大田区公式Twitter

災害対策基本法の改正により、警戒レベル３・４・５の名称が変更になります。

http://ww
w.jma.go.j
p/jp/dosh
a/

大雨による土砂災害
発生の危険度の高ま
りを確認できます。

2



避難先について

大田区では、ご自身で避難先を確保することが難しい方の避難先として、区立の小中学校等
を「水害時緊急避難場所」に指定しています。土砂災害発生の危険にともない、区が警戒レ
ベル３（高齢者等避難）以上を発令した場合、以下の施設を水害時緊急避難場所として開設
します。開設状況はホームページ等で発信します。水害時緊急避難場所へ避難する際は、食
料や飲料水、マスクや消毒液の持参をお願いします。

水害時緊急避難場所について

水害は、発生時期や規模等、ある程度被害の予測が可能です。
事前に浸水想定のない親戚や知人の家など、
安心して過ごせる場所を避難先として決めておきましょう。

風水害時の
避難先

（例）

■第1候補
祖父の家 （移動手段 ： バス・電車　移動時間 ： 約60分）

安全な親戚や知人のところ

妹の家 （移動手段 ： バス　移動時間 ： 約30分）
■第2候補 一つだけでなく複数の避難先を考えておきましょう

大森さんの家 （移動手段 ： バス　移動時間 ： 約15分）
■第3候補 友人など、近くの人と助け合いましょう

※開設状況は区のホームページをチェック!
蒲田小学校 （移動手段 ： 徒歩　移動時間 ： 約15分）

■第4候補 避難場所に指定されている学校や区の施設など

交通機関が止まる前に避難!
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その他の避難のポイント

大田区ハザードマップ（土砂災害編）

がけ等の整備工事助成制度のご案内

避難方法は立ち退き避難が基本です。
万が一逃げ遅れたときや、避難がかえって危険と
なる場合、自宅や近くの丈夫な建物の2階以上、
がけの反対側へ避難しましょう。

●ポイント　早めの避難を心がけましょう
避難するタイミング

❶ 明るいうちに
❷ 公共交通機関が動いているうちに
❸ 豪雨・暴風になるまえに
❹ 異常を発見したら

大田区内の土砂災害（特別）警戒区域の地図などを掲載していま
す。お住まいの地域の土砂災害のリスクについて確認し、自分や家
族の命を守る避難行動について改めて考えるため、このマップを
ご活用ください。

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/
bousai/suigai/keikai-kuiki_shitei.html

大田区ホームページ
「土砂災害（特別）警戒区域について」

リンク先

こちらのQRコード読み取ると、ハザードマップを確認できます。

普及担当　電話５７４４―１６１１

耐震改修担当　電話５７４４―１３４９

大田区では、がけ崩れ災害を未然に防ぐため、がけ等の整備工事
費の一部を助成する制度を設けています。令和4年3月までの助成
期限となっていますので、お早めにお問い合わせください。

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/
sumai/j_josei/gaketounoseibikoujijosei.html

大田区ホームページ
「がけ等の整備工事助成制度のご案内」

リンク先

こちらのＱＲコード読み取ると、がけ等の整備工事助成制度の
　　　パンフレットを確認できます。

（避難情報等について）
大田区総務部防災危機管理課

（がけ･急傾斜地等について）
大田区まちづくり推進部防災まちづくり課
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